
和 ８ 年 度 新 規 事 業令特集
子育て支援 1. おむつ等支援事業

1歳までの乳児の養育者へ、紙おむつや粉ミルク等の育児用品を支給します

小・中学校等へ入学する新１年生に、１人につき一律５万円を支給します
現金３万円＋商品券２万円＝５万円

こ
こ
に
注
目
！

支給時期 支給する物

出産後 出生届出時 紙おむつ１パック、粉ミルク１缶、
おしりふき、ベビーソープ

２か月後 乳児家庭全戸訪問 紙おむつ１パック

４か月後 離乳食準備教室 紙おむつ２パック

６か月後 ６か月児相談 紙おむつ２パック

１年後 １歳児相談 紙おむつ２パック

詳しくは「こども未来課」TEL:0986-76-8870

受給できる方：支給年の５月１日現在、曽於市に住所がある方で、
　　　　　　　小・中学校等に新１年生として入学した児童等の保護者であり、
　　　　　　　市税等の滞納がない方

詳しくは「教育総務課」 TEL:0986-76-8871

市ホームページは
こちら▶▶

2. スクールスタートアップ事業

受給できる方：
　　　　　　　小・中学校等に新１年生として入学した児童等の保護者であり、
　　　　　　　

こ
こ
に
注
目
！

スマート農業機械導入推進事業産業振興

農薬散布用ドローンや農業用自動操舵装置の購入に補助がでます

交付要件等：生産者が自らの営農のために購入するスマート農業機械等に対し、
　　　　　　本体価格の１/３以内（上限 50万円）を補助します

※補助は本体価格のみが対象です (付属機器や予備のバッテリー等は対象外 )
※国・県の補助事業に該当・採択されるものは対象外です

詳しくは「農政課」 TEL:0986-76-8808

交付要件等：
　　　　　　本体価格の１/３以内（上限 50万円）を補助します

※補助は本体価格のみが対象です (付属機器や予備のバッテリー等は対象外 )
※国・県の補助事業に該当・採択されるものは対象外です

こ
こ
に
注
目
！

3 ☆本紙では、主な事柄を抜粋して掲載しております。


